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【調査の目的】【調査の目的】【調査の目的】【調査の目的】    

 本調査は、本市消費者行政の課題等を把握することにより事業の進捗状況を把握し、またより効果的な事業

実施につなげるため、市民生活における消費者トラブルの実態や消費者問題に関する市民の意識を調査・分析

し、調査結果の集計及び分析を行う。 

 

【調査方法】【調査方法】【調査方法】【調査方法】    

調査の範囲 堺市内全域 

対象者 満 20 歳以上の男女市民 2,000 人（回答者：889 人 回答率：44.5％） 

調査方法 郵送 無記名回答 

調査時期 平成 2８年 1 月 27 日～平成 28 年 2 月 18 日 

 

 

 

  

 

                                                             

                                                             

                                                           

20歳代

6.9%

30歳代

12.7%

40歳代

16.2%

50歳代

13.6%

60歳代

22.9%

70歳以上

26.4%

無回答

1.2%

【N=889】

男性

40.3%

女性

57.5%

無回答

2.2%

【N=889】

堺区

17.1%

中区

14.3%

東区

12.5%
西区

14.5%

南区

18.3%

北区

17.4%

美原区

4.7%

無回答

1.1%

【N=889】

単身

11.4%

夫婦のみ

28.9%

二世代

世帯

47.8%

三世代

世帯

6.6%

その他

3.9%

無回答

1.3%

【N=889】

消費者問題に関する市民意識消費者問題に関する市民意識消費者問題に関する市民意識消費者問題に関する市民意識調査調査調査調査    結果報告書結果報告書結果報告書結果報告書    

【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】    

回答者の属性回答者の属性回答者の属性回答者の属性    

性別 
年齢 

居住区 家族構成 
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名前も役割も知っ

ている 26.4％

名前は知ってい

るが、役割までは

知らない 43.2％

名前も役割も知ら

ない 28.1％

無回答 2.2％

【N=889】

17.1

17.7

9.7

3.4

18.9

10.3

4.6

4.0

2.9

1.7

12.6

10.3

2.9

4.6

10.9

4.0

5.1

2.9

12.0

6.3

4.0

2.3

3.4

8.6

5.7

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

食品

衣料品、身の回り品、アクセサリー

化粧品、理美容品

住居用品（家具、浄水器など）

家電製品

住宅、住宅設備

自動車、自動二輪車、自転車

医薬品、医療用具

玩具・遊具、スポーツ・レジャー用品

教育用品（書籍、教材など）

通信機器（パソコン、電話機など）

その他の商品

クリーニング

理・美容院、エステ

外食（食堂、レストランなど）

交通（電車、バス、タクシーなど）

旅行・宿泊（ホテル、旅館など）

運輸（宅配、引越など）

通信（郵便、電話、インターネットなど）

医療（美容医療を含む）

高齢者福祉サービス

金融・保険（消費者金融、生命保険、株式、各種金融商品など）

教養・娯楽（講座、教室、レジャー施設など）

住宅関連（リフォーム、修繕工事、敷金など）

その他のサービス

無回答
【N=175】

商

品

サ

ー

ビ

ス

2.6

10.3

3.7

3.3

1.6

1.6

0.6

1.9

67.0

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

けが、病気をする等、安全性や

衛生に問題があった

機能・品質やサービスの質が

期待よりかなり劣っていた

思っていたよりかなり高い金額を請求された

表示・広告と実際の商品・サービスの

内容がかなり違っていた

問題のある販売手口やセールストーク

により契約・購入した

契約・解約時のトラブルにより被害に遭った

詐欺によって事業者にお金を

支払った（又はその約束をした）

その他被害の経験

トラブルや被害に遭ったことはない

無回答

【N=889】

消費生活センターの認知度は、「名前

は知っているが、役割までは知らな

い」が 43.2％と最も多く、次いで「名

前も役割も知らない」が 28.1％、「名

前も役割も知っている」が 26.4％とな

っています。 

この 1 年間に購入した商品や利用したサービスで、何かしらのトラブルや被害に遭った経

験のあるものは、「機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた」が 10.3％と最

も多くなっています。また、その商品や利用したサービスは、「家電製品」が 18.9％と最も

多く、次いで「衣料品、身の回り品、アクセサリー」が 17.7％、「食品」が 17.1％などと

なっています。 

当てはまる経験 

堺市立消費生活センターを知っていますか堺市立消費生活センターを知っていますか堺市立消費生活センターを知っていますか堺市立消費生活センターを知っていますか。。。。    

このこのこのこの 1111 年間に購入した「商品」や利用した「サービス」について、以下にあて年間に購入した「商品」や利用した「サービス」について、以下にあて年間に購入した「商品」や利用した「サービス」について、以下にあて年間に購入した「商品」や利用した「サービス」について、以下にあて

はまる経験をしたことはありますか。はまる経験をしたことはありますか。はまる経験をしたことはありますか。はまる経験をしたことはありますか。    

その商品やサービス 

※以下、堺市立消費生活センターを「消費生活センター」といいます。 

※複数回答 
※複数回答 
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クーリング・オフの対象に

なる契約もいつまででき

るかも知っている

15.5%

どのような契約がクーリ

ング・オフの対象になる

かを知っている

6.0%

クーリング・オフがいつま

でできるかを知っている

24.7%

制度の名前を見聞き

したことはある

44.0%

見聞きしたこともない

5.4%

無回答

4.4%

【N=889】

0.6

0.2

0.1

0.1

0.0

0.1

0.4

0.1

0.1

9.2

4.4

1.9

8.2

4.3

11.0

7.3

1.1

2.1

74.2

78.0

80.1

74.2

78.2

72.0

75.9

80.8

80.1

16.0

17.4

17.9

17.4

17.5

16.9

16.3

18.0

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

点検商法

催眠（SF）商法

内職商法

利殖商法

キャッチセールス

アポイントメントセールス

マルチ商法

送り付け商法

劇場型勧誘

【N=889】

勧誘され契約した 勧誘されたが契約しなかった

勧誘されたことも契約したこともない 無回答

クーリング・オフ制度の認知

度は、「制度の名前を見聞きし

たことはある」が 44.0％と最

も多く、次いで「クーリング・

オフがいつまでできるかを知っ

ている」が 24.7％、「クーリン

グ・オフの対象になる契約もい

つまでできるかも知っている」

が 15.5％などとなっていま

す。 

クーリング・オフ制度を知っていますかクーリング・オフ制度を知っていますかクーリング・オフ制度を知っていますかクーリング・オフ制度を知っていますか。。。。    

次のような悪質商法について、この次のような悪質商法について、この次のような悪質商法について、この次のような悪質商法について、この 1111 年間に勧誘されたり契約したりしたこと年間に勧誘されたり契約したりしたこと年間に勧誘されたり契約したりしたこと年間に勧誘されたり契約したりしたこと

はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。    

悪質商法について、この 1 年間に『勧誘された』（「勧誘され契約した」と「勧誘されたが

契約しなかった」を合わせた割合）は、「アポイントメントセールス」が 11.1％と最も多

く、次いで「点検商法」が 9.8％、「利殖商法」が 8.3％、「マルチ商法」が 7.7％などとな

っています。 
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訪問販売も電話勧誘

販売もある

19.3%

訪問販売はある

6.0%

電話勧誘販売はある

31.6%

どちらもない

38.0%

無回答

5.1%

【N=889】

16.0

3.1

3.1

2.7

1.8

10.7

9.8

2.2

57.8

1.8

24.4

38.2

11.1

21.8

29.3

12.9

12.9

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康食品

補正下着

和服、装身具類

寝具類

家電類

浄水器、活水器

化粧品類

消火器

新聞

学習用教材

太陽光発電機

住宅リフォーム

排水・給水管等の清掃

インターネット等の通信サービス

保険（生命保険等）

金融商品(株式、社債、投資等)

その他

無回答
【N=225】

21.6

9.7

20.1

0.4

0.4

0.9

6.0

1.1

11.0

11.7

21.2

29.1

5.5

23.0

1.8

2.2

22.3

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康食品

浄水器・活水器

化粧品類

本・写真集

紳士録・名簿

資格取得用教材

学習用教材

広告掲載サービス

分譲マンション

投資用マンション

墓、墓地

インターネット等の通信サービス

エステ

金融商品(株式、社債、投資等)

サラ金、融資

内職・副業

その他

無回答

【N=453】

このこのこのこの 1111 年間に、訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスの購入・契約につい年間に、訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスの購入・契約につい年間に、訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスの購入・契約につい年間に、訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスの購入・契約につい

て勧誘されたことがありますかて勧誘されたことがありますかて勧誘されたことがありますかて勧誘されたことがありますか。。。。    

この 1年間に受けた訪問販売 この 1年間に受けた電話勧誘販売 

この 1 年間に、訪問販売や電話勧

誘販売で商品やサービスの購入・契

約について勧誘された経験の有無

は、「どちらもない」が 38.0％と最

も多く、次いで「電話勧誘販売はあ

る」が 31.6％などとなっていま

す。 

※複数回答 ※複数回答 

この 1 年間に訪問販売を受けた商品・サービスは、「新聞」が 57.8％と最も多く、次い

で「住宅リフォーム」が 38.2％、「保険（生命保険等）」が 29.3％などとなっています。 

この 1 年間に電話勧誘販売を受けた商品・サービスは、「インターネット等の通信サービ

ス」が 29.1％と最も多く、次いで「金融商品（株式、社債、投資等）」が 23.0％、「健康

食品」が 21.6％、「墓、墓地」が 21.2％などとなっています。 
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利用している

13.7%

知らなかったが今後

利用したい

45.6%

知っているが

利用していない

21.8%

知らなかったし今後利

用するつもりもない

16.2%

無回答

2.7%

【N=889】

13.9

17.7

8.0

14.3

7.4

8.3

4.6

2.1

9.7

11.4

58.8

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

悪質商法の手口と対処方法

契約のルールやクーリング・オフなどの消費生活に関する制度

広告・宣伝・表示（品質表示、価格表示など）に関すること

食品の安全、安心に関すること

商品の品質・性能・安全性（食品以外）に関すること

生産・価格・流通・消費のしくみに関すること

金融商品（預貯金、債権、株式、保険など）に関すること

家計の管理、生活設計

インターネットや携帯電話利用の注意点など情報通信に関すること

ごみの減量など環境に配慮した生活

受けたことはない

無回答

【N=889】

学校の授業や地域、職場などにおいて、次のような消費者教育を受けたことが学校の授業や地域、職場などにおいて、次のような消費者教育を受けたことが学校の授業や地域、職場などにおいて、次のような消費者教育を受けたことが学校の授業や地域、職場などにおいて、次のような消費者教育を受けたことが

ありますか。ありますか。ありますか。ありますか。    

※複数回答 

堺市が、望まない訪問販売による消費者被害を防ぐために作成している「訪問堺市が、望まない訪問販売による消費者被害を防ぐために作成している「訪問堺市が、望まない訪問販売による消費者被害を防ぐために作成している「訪問堺市が、望まない訪問販売による消費者被害を防ぐために作成している「訪問

販売販売販売販売お断りお断りお断りお断りシール」を利用していますか。シール」を利用していますか。シール」を利用していますか。シール」を利用していますか。    

「訪問販売お断りシール」の利用

有無は、「知らなかったが今後利用

したい」が 45.6％と最も多く、次

いで「知っているが利用していな

い」が 21.8％、「知らなかったし今

後利用するつもりもない」が

16.2％、「利用している」が

13.7％となっています。 

消費者教育を受けた経験は、「受けたことはない」が 58.8％と最も多くなっています。 

受けたことがある分野のなかでは、「契約のルールやクーリング・オフなどの消費生活に

関する制度」が 17.7％と最も多く、次いで「食品の安全、安心に関すること」が 14.3％

などなっています。 
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59.3

38.0

5.7

26.0

5.4

4.0

7.4

2.5

24.6

6.6

0.9

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

悪質商法の手口と対処方法

契約のルールやクーリング・オフなどの消費生活に関する制度

広告・宣伝・表示（品質表示、価格表示など）に関すること

食品の安全、安心に関すること

商品の品質・性能・安全性（食品以外）に関すること

生産・価格・流通・消費のしくみに関すること

金融商品（預貯金、債権、株式、保険など）に関すること

家計の管理、生活設計

インターネットや携帯電話利用の注意点など情報通信に関すること

ごみの減量など環境に配慮した生活

その他

無回答

【N=889】

35.9

39.3

25.8

54.9

6.1

8.1

12.0

18.6

7.8

11.8

18.3

1.2

5.6

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

消費生活に関する法律や制度など

商品・サービスの安全性や商品等の

リコール情報

消費者問題に関する相談窓口

悪質商法などの手口と消費者被害・

トラブルへの対処方法

消費者問題の講座や催しなどの開催情報

消費者を取り巻く問題に取組む

消費者団体の活動

メーカーや販売店など事業者による

消費者向けの活動

消費生活に役立つ

衣食住などの基礎知識

ライフプランに関する情報

環境にやさしい暮らし方

消費生活に関する行政の施策や取組

その他

特にない

無回答

【N=889】

※複数回答 

消費生活に関してどのような情報が欲しいですか消費生活に関してどのような情報が欲しいですか消費生活に関してどのような情報が欲しいですか消費生活に関してどのような情報が欲しいですか。。。。    

消費者教育について、特に力を入れて取り組む必要があると思う分野は消費者教育について、特に力を入れて取り組む必要があると思う分野は消費者教育について、特に力を入れて取り組む必要があると思う分野は消費者教育について、特に力を入れて取り組む必要があると思う分野はどどどど

れですか。れですか。れですか。れですか。    

※複数回答 

（2 つまで） 

消費者教育について、特に力を入れて取り組む必要があると思う分野は、「悪質商法の手

口と対処方法」が 59.3％と最も多く、次いで「契約のルールやクーリング・オフなどの消

費生活に関する制度」が 38.0％などとなっています。 

消費生活に関して欲しい情報

は、「悪質商法などの手口と消費

者被害・トラブルへの対処方

法」が 54.9％と最も多く、次

いで「商品・サービスの安全性

や商品等のリコール情報」が

39.3％、「消費生活に関する法

律や制度」が 35.9％などとな

っています。 
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27.4

18.1

52.8

26.4

5.6

17.2

6.6

16.8

9.4

1.2

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者を対象とした出前講座の実施

地域で見守り活動を実施されている方々への情報提供

テレビ・ラジオなどを利用した情報提供

広報さかいを利用した情報提供

消費者トラブルに関する講座、講演会の実施

チラシ、パンフレットの拡充

インターネットを利用した情報提供

学校における消費者教育の充実

地域の担い手（消費生活サポーター）の育成

その他

無回答

【N=889】

36.9

49.2

46.0

71.8

25.9

3.9

26.7

0.8

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

消費生活センターの相談体制の強化

消費者被害の未然防止のための啓発活動の充実

消費者被害の実態や対処方法、相談窓口の

連絡先など情報提供の充実

悪質な事業者への指導・取締りの強化

商品・サービスの事故などのリコール情報の充実

計量行政の普及啓発の充実

消費者の声が行政に反映される

その他

無回答
【N=889】

市民の消費生活の安定・向上のために、市の取組として、どのようなことを期市民の消費生活の安定・向上のために、市の取組として、どのようなことを期市民の消費生活の安定・向上のために、市の取組として、どのようなことを期市民の消費生活の安定・向上のために、市の取組として、どのようなことを期

待しますか待しますか待しますか待しますか。。。。    

※複数回答 

消費生活に関する情報を広く周知し、消費者トラブルを防ぐためには、どのよ消費生活に関する情報を広く周知し、消費者トラブルを防ぐためには、どのよ消費生活に関する情報を広く周知し、消費者トラブルを防ぐためには、どのよ消費生活に関する情報を広く周知し、消費者トラブルを防ぐためには、どのよ

うなことが必要だと思いますか。うなことが必要だと思いますか。うなことが必要だと思いますか。うなことが必要だと思いますか。    

※複数回答 

（2 つまで） 

消費生活に関する情報の周知と消費者トラブル防止のために重要だと思うものは、「テレ

ビ・ラジオなどを利用した情報提供」が 52.8％と最も多く、次いで「高齢者を対象とした

出前講座の実施」が 27.4％、「広報さかいを利用した情報提供」が 26.4％などとなってい

ます。 

消費生活の安定・向上のために、市の取組として期待することは、「悪質な事業者への指

導・取締りの強化」が 71.8％と最も多く、次いで「消費者被害の未然防止のための啓発活

動の充実」が 49.2％、「消費者被害の実態や対処方法、相談窓口の連絡先など情報提供の充

実」が 46.0％などとなっています。 
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